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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　乳性飲料であって、
　無脂乳固形分を３．０％未満含有し、乳酸菌数又は酵母数を１ｍＬ当たり百万未満含有
し、
　当該乳性飲料１００ｇ当たりアミノ酸のプロリンを０．００１０ｇから０．０６００ｇ
含有し、
　プロリン以外のアミノ酸を含有しない、
　乳性飲料。
【請求項２】
　ヨーグルト風味の清涼飲料水である、請求項１に記載の乳性飲料。
【請求項３】
　ヨーグルトとフルーツを組み合わせた風味の清涼飲料水である、請求項１又は２に記載
の乳性飲料。
【請求項４】
　常温で保存可能である、請求項１から３のいずれか１項に記載の乳性飲料。
【請求項５】
　当該乳性飲料１００ｇ当たり前記アミノ酸のプロリンを０．００６０ｇから０．０３０
０ｇ含有する、請求項１から４のいずれか１項に記載の乳性飲料。
【請求項６】
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　当該乳性飲料１００ｇ当たり前記アミノ酸のプロリンを０．００６０ｇから０．０１２
０ｇ含有する、請求項１から５のいずれか１項に記載の乳性飲料。
【請求項７】
　非炭酸飲料である、請求項５に記載の乳性飲料。
【請求項８】
　炭酸飲料である、請求項６に記載の乳性飲料。
【請求項９】
　発酵乳の風味を有する、請求項１から８のいずれか１項に記載の乳性飲料。
【請求項１０】
　アミノ酸のプロリンを含まない乳性飲料材料を用意することと、
　前記乳性飲料材料にアミノ酸のプロリンを添加し、製造される乳性飲料に当該乳性飲料
１００ｇ当たり前記アミノ酸のプロリンを０．００１０ｇから０．０６００ｇ含有せしめ
ることと、
　を含み、
　製造される乳性飲料が、無脂乳固形分を３．０％未満含有し、乳酸菌数又は酵母数を１
ｍＬ当たり百万未満含有し、製造される乳性飲料が、プロリン以外のアミノ酸を含有しな
い、
　乳性飲料の製造方法。
【請求項１１】
　製造される乳性飲料が、ヨーグルト風味の清涼飲料水である、請求項１０に記載の乳性
飲料の製造方法。
【請求項１２】
　製造される乳性飲料が、ヨーグルトとフルーツを組み合わせた風味の清涼飲料水である
、請求項１０又は１１に記載の乳性飲料の製造方法。
【請求項１３】
　製造される乳性飲料が、常温で保存可能である、請求項１０から１２のいずれか１項に
記載の乳性飲料の製造方法。
【請求項１４】
　製造される乳性飲料１００ｇ当たり前記アミノ酸のプロリンが０．００６０ｇから０．
０３００ｇ含有されるよう、前記乳性飲料材料に前記アミノ酸のプロリンを添加する、請
求項１０から１３のいずれか１項に記載の乳性飲料の製造方法。
【請求項１５】
　製造される乳性飲料１００ｇ当たり前記アミノ酸のプロリンが０．００６０ｇから０．
０１２０ｇ含有されるよう、前記乳性飲料材料に前記アミノ酸のプロリンを添加する、請
求項１０から１４のいずれか１項に記載の乳性飲料の製造方法。
【請求項１６】
　製造される乳性飲料が非炭酸飲料である、請求項１４に記載の乳性飲料の製造方法。
【請求項１７】
　製造される乳性飲料が炭酸飲料である、請求項１５に記載の乳性飲料の製造方法。
【請求項１８】
　製造される乳性飲料が発酵乳の風味を有するよう、前記乳性飲料材料に前記アミノ酸の
プロリンを添加する、請求項１０から１７のいずれか１項に記載の乳性飲料の製造方法。
【請求項１９】
　無脂乳固形分を３．０％未満含有し、乳酸菌数又は酵母数を１ｍＬ当たり百万未満含有
する乳性飲料を用意することと、
　前記乳性飲料にアミノ酸のプロリンを添加し、前記乳性飲料に当該乳性飲料１００ｇ当
たり前記アミノ酸のプロリンを０．００１０ｇから０．０６００ｇ含有せしめることと、
　を含み、
　前記乳性飲料が、プロリン以外のアミノ酸を含有しない、
　乳性飲料の風味の向上方法。
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【請求項２０】
　前記乳性飲料が、ヨーグルト風味の清涼飲料水である、請求項１９に記載の乳性飲料の
風味の向上方法。
【請求項２１】
　前記乳性飲料が、ヨーグルトとフルーツを組み合わせた風味の清涼飲料水である、請求
項１９又は２０に記載の乳性飲料の風味の向上方法。
【請求項２２】
　前記乳性飲料が、常温で保存可能である、請求項１９から２１のいずれか１項に記載の
乳性飲料の風味の向上方法。
【請求項２３】
　前記乳性飲料１００ｇ当たり前記アミノ酸のプロリンが０．００６０ｇから０．０３０
０ｇ含有されるよう、前記乳性飲料に前記アミノ酸のプロリンを添加する、請求項１９か
ら２２のいずれか１項に記載の乳性飲料の風味の向上方法。
【請求項２４】
　前記乳性飲料１００ｇ当たり前記アミノ酸のプロリンが０．００６０ｇから０．０１２
０ｇ含有されるよう、前記乳性飲料に前記アミノ酸のプロリンを添加する、請求項１９か
ら２３のいずれか１項に記載の乳性飲料の風味の向上方法。
【請求項２５】
　前記乳性飲料が非炭酸飲料である、請求項２３に記載の乳性飲料の風味の向上方法。
【請求項２６】
　前記乳性飲料が炭酸飲料である、請求項２４に記載の乳性飲料の風味の向上方法。
【請求項２７】
　前記乳性飲料が発酵乳の風味を有するよう、前記乳性飲料に前記アミノ酸のプロリンを
添加する、請求項１９から２６のいずれか１項に記載の乳性飲料の風味の向上方法。
【請求項２８】
　無脂乳固形分を３．０％未満含有し、乳酸菌数又は酵母数を１ｍＬ当たり百万未満含有
する乳性飲料を用意することと、
　前記乳性飲料にアミノ酸のプロリンを添加し、前記乳性飲料に当該乳性飲料１００ｇ当
たり前記アミノ酸のプロリンを０．００１０ｇから０．０６００ｇ含有せしめることと、
　を含み、
　前記乳性飲料が、プロリン以外のアミノ酸を含有しない、
　乳性飲料の酸味の抑制方法。
【請求項２９】
　前記乳性飲料が、ヨーグルト風味の清涼飲料水である、請求項２８に記載の乳性飲料の
酸味の抑制方法。
【請求項３０】
　前記乳性飲料が、ヨーグルトとフルーツを組み合わせた風味の清涼飲料水である、請求
項２８又は２９に記載の乳性飲料の酸味の抑制方法。
【請求項３１】
　前記乳性飲料が、常温で保存可能である、請求項２８から３０のいずれか１項に記載の
乳性飲料の酸味の抑制方法。
【請求項３２】
　前記乳性飲料１００ｇ当たり前記アミノ酸のプロリンが０．００６０ｇから０．０６０
０ｇ含有されるよう、前記乳性飲料に前記アミノ酸のプロリンを添加する、請求項２８か
ら３１のいずれか１項に記載の乳性飲料の酸味の抑制方法。
【請求項３３】
　前記乳性飲料１００ｇ当たり前記アミノ酸のプロリンが０．００２０ｇから０．０１２
０ｇ含有されるよう、前記乳性飲料に前記アミノ酸のプロリンを添加する、請求項２８か
ら３２のいずれか１項に記載の乳性飲料の酸味の抑制方法。
【請求項３４】
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　前記乳性飲料が非炭酸飲料である、請求項３２に記載の乳性飲料の酸味の抑制方法。
【請求項３５】
　前記乳性飲料が炭酸飲料である、請求項３３に記載の乳性飲料の酸味の抑制方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は飲料に関し、乳性飲料、乳性飲料の製造方法、及び乳性飲料の風味の向上方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　日本においては、牛乳及び乳製品の定義は、「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令
」に規定されている（例えば、非特許文献１参照。）。この省令は、通例、「乳等省令」
と呼ばれている。また、乳及び乳製品の成分規格及び製造方法の基準については、同省令
の別表二「乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準」に規定されている。
【０００３】
　乳等省令において、「発酵乳」とは、「乳又はこれと同等以上の無脂乳固形分を含む乳
等を乳酸菌又は酵母で発酵させ、糊状又は液状にしたもの又はこれらを凍結したものをい
う」、と定義されている。同省令の別表二において、発酵乳の成分規格については、「無
脂乳固形分　八・〇％以上　乳酸菌数又は酵母数（一ｍｌ当たり）　一〇、〇〇〇、〇〇
〇以上　ただし、発酵させた後において、摂氏七五度以上で一五分間加熱するか、又はこ
れと同等以上の殺菌効果を有する方法で加熱殺菌したものは、この限りでない。大腸菌群
　陰性」と規定されている。
【０００４】
　さらに、同省令の別表二において、発酵乳の製造の方法の基準については、「ａ　発酵
乳の原水は、食品製造用水であること。ｂ　発酵乳の原料（乳酸菌、酵母、発酵乳及び乳
酸菌飲料を除く。）は、保持式により摂氏六三度で三〇分間加熱殺菌するか、又はこれと
同等以上の殺菌効果を有する方法で殺菌すること。」と規定されている。この成分規格か
ら明らかなように、「発酵乳」製品は、軟らかい固形のヨーグルト又は濃い液状の製品形
態をとる乳製品である。
【０００５】
　また、乳等省令において、「乳酸菌飲料」とは、「乳等を乳酸菌又は酵母で発酵させた
ものを加工し、又は主要原料とした飲料（発酵乳を除く。）をいう」、と定義されている
。同省令の別表二において、乳酸菌飲料（無脂乳固形分三・〇％以上のもの）の成分規格
については、「乳酸菌数又は酵母数（一ｍｌ当たり）　一〇、〇〇〇、〇〇〇以上　ただ
し、発酵させた後において、摂氏七十五度以上で十五分間加熱するか、又はこれと同等以
上の殺菌効果を有する方法で加熱殺菌したものは、この限りでない。大腸菌群　陰性」と
規定されている。
【０００６】
　さらに、同省令の別表二において、乳酸菌飲料（無脂乳固形分三・〇％以上のもの）の
製造の方法の基準については、「ａ　乳酸菌飲料の原液の製造に使用する原水は、食品製
造用水であること。ｂ　乳酸菌飲料の原液の製造に使用する原料（乳酸菌及び酵母を除く
。）は、保持式により摂氏六三度で三〇分間加熱殺菌するか、又はこれと同等以上の殺菌
効果を有する方法で殺菌すること。ｃ　乳酸菌飲料の原液を薄めるのに使用する水等は、
使用直前に五分間以上煮沸するか、又はこれと同等以上の効力を有する殺菌操作を施すこ
と。」と規定されている。
【０００７】
　またさらに、同省令の別表二において、乳酸菌飲料（無脂乳固形分三・〇％未満のもの
）の成分規格については、「乳酸菌数又は酵母数（一ｍｌ当たり）　一、〇〇〇、〇〇〇
以上　大腸菌群　陰性」と規定されている。製造の方法の基準については、「乳酸菌飲料
（無脂乳固形分三・〇％以上のもの）の例によること。」と規定されている。
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【０００８】
　例えば、ヨーグルト風味のドリンクであっても、無脂乳固形分が３．０％未満であり、
乳酸菌数又は酵母数が１ｍＬ当たり百万未満の飲料は、乳等省令で定義された「発酵乳」
にも「乳酸菌飲料」にも該当しないことから、「清涼飲料水」に区分される。このような
「清涼飲料水」を、「乳性飲料」ともいう。例えば、日本においては、発酵乳は、政府の
認可を得た特別な製造ラインでのみ製造することができる。しかし、清涼飲料水は、通常
の製造ラインで製造することができ、政府の認可を必要としない。
【０００９】
　発酵乳はアミノ酸を含有しており、例えば１００ｇ当たりプロリンを数ｍｇ含有してい
る。プロリンは、乳の発酵工程において発生する。しかし、プロリンの味の濃度を感じう
る最低濃度は、３００ｍｇ／１００ｇと報告されていることから（例えば、非特許文献２
参照。）、アミノ酸は発酵乳のテイストにほとんど貢献しないと報告されている（例えば
、非特許文献３参照。）。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１０】
【非特許文献１】伊藤肇躬、「乳製品製造学」、光琳、平成１９年２月２８日、再版
【非特許文献２】味の素株式会社編、「アミノ酸ハンドブック」、株式会社工業調査会、
２００５年２月２０日、初版４刷、ｐ４６－４７
【非特許文献３】Masato OMAEら、「Sensory Properties and Taste Compounds of Ferme
nted Milk Produced by Lactococcus and Streptococcus thermophilus」、Food Sci. Te
chnol. Res., 14(2), 183-189, 2008
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　比較的濃厚な発酵乳や乳酸菌飲料と比較して、乳性飲料はさらっとした飲み心地であり
、清涼飲料水として広く受け入れられている。しかし、消費者の中には、発酵乳のテイス
トの方を、乳性飲料のテイストよりも好む者もいる。そのため、本発明者は、乳性飲料で
発酵乳のテイストを出すことを鋭意研究し、驚くべきことに、これまで発酵乳のテイスト
にほとんど貢献しないと考えられていたプロリンを乳性飲料に添加することにより、乳性
飲料が発酵乳のテイストを有し、風味豊かになることを見出した。そこで、本発明は、風
味豊かな乳性飲料、乳性飲料の製造方法、及び乳性飲料の風味の向上方法を提供すること
を目的の一つとする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の態様によれば、プロリンを含有する乳性飲料が提供される。当該乳性飲料が、
発酵乳の風味を有してもよい。当該乳性飲料が、無脂乳固形分を３．０％未満含有し、乳
酸菌数又は酵母数を１ｍＬ当たり百万未満含有してもよい。当該乳性飲料が、ヨーグルト
風味の清涼飲料水であってもよい。あるいは、当該乳性飲料が、ヨーグルトとフルーツを
組み合わせた風味の清涼飲料水であってもよい。当該乳性飲料が、プロリン以外のアミノ
酸を含有しなくともよい。当該乳性飲料が、常温で保存可能であってもよい。
【００１３】
　上記の乳性飲料が、当該乳性飲料１００ｇ当たりプロリンを０．００１０ｇから０．０
６００ｇ含有してもよい。
【００１４】
　上記の乳性飲料が、当該乳性飲料１００ｇ当たりプロリンを０．００６０ｇから０．０
３００ｇ含有してもよい。この場合、上記の乳性飲料が、非炭酸飲料であってもよい。
【００１５】
　上記の乳性飲料が、当該乳性飲料１００ｇ当たりプロリンを０．００６０ｇから０．０
１２０ｇ含有してもよい。この場合、上記の乳性飲料が、炭酸飲料であってもよい。
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【００１６】
　また、本発明の態様によれば、（ａ）乳性飲料材料を用意することと、（ｂ）乳性飲料
材料にプロリンを添加することと、を含む、乳性飲料の製造方法が提供される。ここで、
乳性飲料材料とは、プロリンを含有しない乳性飲料である。製造される乳性飲料が発酵乳
の風味を有するよう、乳性飲料材料にプロリンを添加してもよい。
【００１７】
　上記の乳性飲料の製造方法において、製造される乳性飲料が、無脂乳固形分を３．０％
未満含有し、乳酸菌数又は酵母数を１ｍＬ当たり百万未満含有してもよい。また、製造さ
れる乳性飲料が、ヨーグルト風味の清涼飲料水であってもよい。あるいは、製造される乳
性飲料が、ヨーグルトとフルーツを組み合わせた風味の清涼飲料水であってもよい。製造
される乳性飲料が、プロリン以外のアミノ酸を含有しなくともよい。製造される乳性飲料
が、常温で保存可能であってもよい。
【００１８】
　上記の乳性飲料の製造方法において、製造される乳性飲料１００ｇ当たりプロリンが０
．００１０ｇから０．０６００ｇ含有されるよう、乳性飲料材料にプロリンを添加しても
よい。
【００１９】
　上記の乳性飲料の製造方法において、製造される乳性飲料１００ｇ当たりプロリンが０
．００６０ｇから０．０３００ｇ含有されるよう、乳性飲料材料にプロリンを添加しても
よい。この場合、製造される乳性飲料が非炭酸飲料であってもよい。
【００２０】
　上記の乳性飲料の製造方法において、製造される乳性飲料１００ｇ当たりプロリンが０
．００６０ｇから０．０１２０ｇ含有されるよう、乳性飲料材料にプロリンを添加しても
よい。この場合、製造される乳性飲料が炭酸飲料であってもよい。
【００２１】
　さらに、本発明の態様によれば、（ａ）乳性飲料を用意することと、（ｂ）乳性飲料に
プロリンを添加することと、を含む、乳性飲料の風味の向上方法が提供される。乳性飲料
が発酵乳の風味を有するよう、乳性飲料にプロリンを添加してもよい。
【００２２】
　上記の乳性飲料の風味の向上方法において、乳性飲料が、無脂乳固形分を３．０％未満
含有し、乳酸菌数又は酵母数を１ｍＬ当たり百万未満含有してもよい。また、乳性飲料が
、ヨーグルト風味の清涼飲料水であってもよい。あるいは、乳性飲料が、ヨーグルトとフ
ルーツを組み合わせた風味の清涼飲料水であってもよい。乳性飲料が、プロリン以外のア
ミノ酸を含有しなくともよい。乳性飲料が、常温で保存可能であってもよい。
【００２３】
　上記の乳性飲料の風味の向上方法において、乳性飲料１００ｇ当たりプロリンが０．０
０１０ｇから０．０６００ｇ含有されるよう、乳性飲料にプロリンを添加してもよい。
【００２４】
　上記の乳性飲料の風味の向上方法において、乳性飲料１００ｇ当たりプロリンが０．０
０６０ｇから０．０３００ｇ含有されるよう、乳性飲料にプロリンを添加してもよい。こ
の場合、乳性飲料が非炭酸飲料であってもよい。
【００２５】
　上記の乳性飲料の風味の向上方法において、乳性飲料１００ｇ当たりプロリンが０．０
０６０ｇから０．０１２０ｇ含有されるよう、乳性飲料にプロリンを添加してもよい。こ
の場合、乳性飲料が炭酸飲料であってもよい。
【００２６】
　またさらに、本発明の態様によれば、（ａ）乳性飲料を用意することと、（ｂ）乳性飲
料にプロリンを添加することと、を含む、乳性飲料の酸味の抑制方法が提供される。
【００２７】
　上記の乳性飲料の酸味の抑制方法において、乳性飲料が、無脂乳固形分を３．０％未満
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含有し、乳酸菌数又は酵母数を１ｍＬ当たり百万未満含有してもよい。また、乳性飲料が
、ヨーグルト風味の清涼飲料水であってもよい。あるいは、乳性飲料が、ヨーグルトとフ
ルーツを組み合わせた風味の清涼飲料水であってもよい。乳性飲料が、プロリン以外のア
ミノ酸を含有しなくともよい。乳性飲料が、常温で保存可能であってもよい。
【００２８】
　上記の乳性飲料の酸味の抑制方法において、乳性飲料１００ｇ当たりプロリンが０．０
００５ｇから０．０６００ｇ含有されるよう、乳性飲料にプロリンを添加してもよい。
【００２９】
　上記の乳性飲料の酸味の抑制方法において、乳性飲料１００ｇ当たりプロリンが０．０
０６０ｇから０．０６００ｇ含有されるよう、乳性飲料にプロリンを添加してもよい。こ
の場合、乳性飲料が非炭酸飲料であってもよい。
【００３０】
　上記の乳性飲料の酸味の抑制方法において、乳性飲料１００ｇ当たりプロリンが０．０
０２０ｇから０．０１２０ｇ含有されるよう、乳性飲料にプロリンを添加してもよい。こ
の場合、乳性飲料が炭酸飲料であってもよい。
【発明の効果】
【００３１】
　本発明によれば、風味豊かな乳性飲料、乳性飲料の製造方法、及び乳性飲料の風味の向
上方法を提供可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】実施例１の結果を示す表である。
【図２】実施例２に係る非炭酸の乳性飲料の組成を示す表である。
【図３】実施例２の結果を示す表である。
【図４】実施例３の結果を示す表である。
【図５】実施例４に係る炭酸の乳性飲料の組成を示す表である。
【図６】実施例４の結果を示す表である。
【図７】実施例５の結果を示す表である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　以下に本発明の実施の形態を説明する。ただし、この開示の一部をなす記述及び図面は
この発明を限定するものであると理解するべきではない。この開示から当業者には様々な
代替実施の形態、実施例及び運用技術が明らかになるはずである。したがって、本発明は
ここでは記載していない様々な実施の形態等を包含するということを理解すべきである。
【００３４】
　本発明の実施の形態に係る乳性飲料は、プロリンを含有する乳性飲料である。実施の形
態に係る乳性飲料は、発酵乳の風味を有してもよい。実施の形態に係る乳性飲料は、無脂
乳固形分を３．０％未満含有し、乳酸菌数又は酵母数を１ｍＬ当たり百万未満含有しても
よい。また、実施の形態に係る乳性飲料は、ヨーグルト風味の清涼飲料水であってもよい
。あるいは、実施の形態に係る乳性飲料は、ヨーグルトとフルーツを組み合わせた風味の
清涼飲料水であってもよい。フルーツの風味は、フルーツの果肉や皮、あるいは果汁等を
添加することによっても得られるし、フルーツの風味をもたらすフレーバー（食品添加物
）を添加することによっても得られる。フルーツとしては、ミカン、オレンジ、グレープ
フルーツ、ブドウ、ブルーベリー、スモモ、桃、メロン、リンゴ、パイナップル、イチゴ
、サクランボ、及びキウイ等が挙げられるが、これらに限定されない。またあるいは、実
施の形態に係る乳性飲料は、ヨーグルトと、抹茶、黒蜜、又はメープルシロップ等と、を
組み合わせた風味の清涼飲料水であってもよい。さらに、実施の形態に係る当該乳性飲料
は、プロリン以外のアミノ酸を含有しなくともよい。
【００３５】
　実施の形態に係る乳性飲料は、当該乳性飲料１００ｇ当たりプロリンを０．００１０ｇ
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から０．０６００ｇ含有してもよい。プロリンの含有量をこの範囲にすることで、乳性飲
料が、発酵乳の風味を有する傾向にある。あるいは、実施の形態に係る乳性飲料は、当該
乳性飲料１００ｇ当たりプロリンを０．００６０ｇから０．０３００ｇ含有してもよい。
この場合、実施の形態に係る乳性飲料が、非炭酸飲料であってもよい。またあるいは、実
施の形態に係る乳性飲料は、当該乳性飲料１００ｇ当たりプロリンを０．００６０ｇから
０．０１２０ｇ含有してもよい。この場合、実施の形態に係る乳性飲料が、炭酸飲料であ
ってもよい。
【００３６】
　「発酵乳」とは、例えば、無脂乳固形分が８．０％以上含まれており、乳酸菌又は酵母
による発酵が行われたものであり、１ｍＬ中に乳酸菌又は酵母が１０７個以上含まれてい
るものをいう。
【００３７】
　「乳酸菌飲料」とは、例えば、無脂乳固形分が８．０％未満含まれている飲料である。
「乳酸菌飲料」のうち、無脂乳固形分が３．０％以上含まれており、１ｍＬ中に乳酸菌又
は酵母が１０７個以上含まれている飲料を、「乳製品乳酸菌飲料」という場合もある。ま
た、「乳酸菌飲料」のうち、無脂乳固形分が３．０％以上含まれており、殺菌により乳酸
菌又は酵母が死滅している飲料を、「乳製品乳酸菌飲料（殺菌）」という場合もある。さ
らに、「乳酸菌飲料」のうち、無脂乳固形分が３．０％未満含まれており、１ｍＬ中に乳
酸菌又は酵母が１０６個以上含まれている飲料を、「乳等を主要原料とする乳酸菌飲料」
という場合もある。
【００３８】
　「乳性飲料」とは、例えば、無脂乳固形分が３．０％未満であり、乳酸菌数又は酵母数
が１ｍＬ当たり百万未満の飲料であり、「発酵乳」にも「乳酸菌飲料」にも該当せず、「
清涼飲料水」に区分される飲料をいう。「乳性飲料」においては、乳成分が少ないため、
常温で保存可能である。常温とは、例えば、０℃から４０℃、０℃から３５℃、あるいは
０℃から３０℃である。
【００３９】
　実施の形態に係る乳性飲料は、例えば、プロリンを含有しない乳性飲料である乳性飲料
材料を用意し、乳性飲料材料にプロリンを添加することにより製造可能である。例えば、
日本においては、発酵乳は、政府の認可を得た特別な製造ラインでのみ製造することがで
きる。しかし、プロリンを添加した乳性飲料は、清涼飲料水であり、通常の製造ラインで
製造することができ、政府の認可を必要としない。
【００４０】
　プロリンを含有しない乳性飲料は、市販の乳性飲料でもよい。市販の乳性飲料を用意し
、市販の乳性飲料にプロリンを添加することにより、乳性飲料の風味が向上し、乳性飲料
が発酵乳の風味を有するようになる。
【００４１】
　乳性飲料の酸味を抑制するために、乳性飲料にプロリンを添加してもよい。この場合、
乳性飲料１００ｇ当たりプロリンが０．０００５ｇから０．０６００ｇ含有されるよう、
乳性飲料にプロリンを添加すると、酸味が抑制される傾向にある。あるいは、乳性飲料の
酸味を抑制するために、乳性飲料１００ｇ当たりプロリンが０．００６０ｇから０．０６
００ｇ含有されるよう、乳性飲料にプロリンを添加してもよい。この場合、乳性飲料が非
炭酸飲料であってもよい。またあるいは、乳性飲料の酸味を抑制するために、乳性飲料１
００ｇ当たりプロリンが０．００２０ｇから０．０１２０ｇ含有されるよう、乳性飲料に
プロリンを添加してもよい。この場合、乳性飲料が炭酸飲料であってもよい。
【００４２】
　（実施例１）
　以下の発酵乳飲料又は乳酸菌飲料のサンプルを入手した。いずれも銘柄が異なる飲料で
ある。
　市販の発酵乳飲料１（飲むヨーグルト、冷蔵条件下であれば流通可能）
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　市販の発酵乳飲料２（飲むヨーグルト、冷蔵条件下であれば流通可能）
　市販の発酵乳飲料３（飲むヨーグルト、冷蔵条件下であれば流通可能）
　市販の発酵乳飲料４（飲むヨーグルト、冷蔵条件下であれば流通可能）
　市販の乳酸菌飲料１（冷蔵条件下であれば流通可能）
　市販の乳酸菌飲料２（冷蔵条件下であれば流通可能）
　市販の乳酸菌飲料３（冷蔵条件下であれば流通可能）
【００４３】
　また、以下の乳性飲料のサンプルを入手又は用意した。いずれも銘柄が異なる飲料であ
る。
　市販の乳性飲料１（清涼飲料水、常温条件下で流通可能）
　市販の乳性飲料２（清涼飲料水、常温条件下で流通可能）
　市販の乳性飲料３（清涼飲料水、常温条件下で流通可能）
　市販の乳性飲料４（清涼飲料水、常温条件下で流通可能）
　本発明者が用意したプロトタイプ（清涼飲料水、無脂乳固形分：１．２％、乳脂肪：０
．２％、常温条件下で保存可能）
【００４４】
　入手又は用意したサンプルの組成を分析した。糖及び酸の分析には高速液体クロマトグ
ラフ（ＬＣ－２０ＡＤ、株式会社島津製作所）を用いた。アミノ酸の分析には高速アミノ
酸分析計（Ｌ－８８００形、株式会社日立ハイテクノロジーズ）を用いた。振動周期法に
よるＢｒｉｘの分析には京都電子工業株式会社のＤＡ－３１０Ｃを用いた。屈折率測定に
よるＢｒｉｘ（Ｒｅｆ）の分析には株式会社アタゴのＲＸ－５０００αを用いた。酸度の
分析には京都電子工業株式会社のＡＴ－５１０を用いた。ｐＨの分析には東亜ディーケー
ケー株式会社のＨＭ－３０Ｇを用いた。結果を図１に示す。
【００４５】
　発酵乳飲料及び乳酸菌飲料においては、いずれも、乳酸の含有量が、クエン酸の含有量
よりも多かった。これに対し、乳性飲料においては、市販の乳性飲料２を除けば、乳酸の
含有量が、クエン酸の含有量よりも少なかった。
【００４６】
　発酵乳飲料及び乳酸菌飲料においては、アミノ酸が検出された。リシン、ロイシン、バ
リン、アラニン、プロリン、セリン、及びアスパラギン酸は、３以上の発酵乳飲料ないし
は乳酸菌飲料から検出された。これに対し、乳性飲料においては、アミノ酸が検出されな
かった。
【００４７】
　発酵乳飲料及び乳酸菌飲料のｐＨの方が、乳性飲料のｐＨより高かった。
【００４８】
　（実施例２）
　図２に記載の組成を有する、アミノ酸を含有していない非炭酸の乳性飲料を用意した。
当該非炭酸の乳性飲料は、図１に示したプロトタイプと同じものである。酸味料としては
、クエン酸及び乳酸を用いた。安定剤としては、カルボキシメチルセルロースナトリウム
（ＣＭＣ）、ペクチン、キサンタンガムを用いた。用意した非炭酸の乳性飲料１００ｇ当
たり、図３に記載のアミノ酸が０．００２ｇ又は０．０１２ｇ含有されるよう、非炭酸の
乳性飲料にアミノ酸を加えた。アミノ酸を添加された非炭酸の乳性飲料について、酸味と
発酵乳の風味を、飲料評価に熟達した５人のパネラーが、官能評価した。
【００４９】
　図３において、酸味が「＋／－」とは、アミノ酸の添加により酸味が変化しなかったこ
とを示す。酸味が「－」とは、アミノ酸の添加により酸味が抑制されたことを示す。酸味
が「－－」とは、アミノ酸の添加により酸味がより抑制されたことを示す。
【００５０】
　図３において、発酵乳の風味が「＋／－」とは、アミノ酸の添加により風味が変化しな
かったことを示す。発酵乳の風味が「＋」とは、アミノ酸の添加により発酵乳の風味が豊
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かになったことを示す。発酵乳の風味が「＋＋」とは、アミノ酸の添加により発酵乳の風
味がより豊かになったことを示す。
【００５１】
　図３に示すように、乳性飲料にプロリン以外のアミノ酸（リシン、ロイシン、バリン、
アラニン、グルタミン酸、アスパラギン酸ナトリウム）を添加しても、発酵乳の風味は豊
かにならなかったが、乳性飲料にプロリンを添加すると、酸味が抑制され、かつ、発酵乳
の風味が豊かになった。
【００５２】
　（実施例３）
　実施例２と同じ非炭酸の乳性飲料１００ｇ当たり、図４に示すように、プロリンが０．
０００５ｇ、０．００１０ｇ、０．００２０ｇ、０．００６０ｇ、０．０１２０ｇ、０．
０３００ｇ、０．０６００ｇ、０．１０００ｇ、又は０．３０００ｇ含有されるよう、乳
性飲料にプロリンを添加した。プロリンを添加された非炭酸の乳性飲料について、酸味と
発酵乳の風味を、実施例２と同じ５人のパネラーが、官能評価した。評価基準は実施例２
と同じとした。
【００５３】
　その結果、非炭酸の乳性飲料１００ｇ当たり、プロリンを０．００１０ｇ又は０．００
２０ｇ含有する場合、酸味の評価は「－」であり、発酵乳の風味の評価は「＋」であった
。非炭酸の乳性飲料１００ｇ当たり、プロリンを０．００６０ｇ、０．０１２０ｇ、又は
０．０３００ｇ含有する場合、酸味の評価は「－－」であり、発酵乳の風味の評価は「＋
＋」であった。非炭酸の乳性飲料１００ｇ当たり、プロリンを０．０６００ｇ含有する場
合、酸味の評価は「－－」であり、発酵乳の風味の評価は「＋」であった。
【００５４】
　（実施例４）
　図５に記載の組成を有する、アミノ酸を含有していない炭酸の乳性飲料を用意した。用
意した炭酸の乳性飲料１００ｇ当たり、図６に示すように、プロリンが０．０００５ｇ、
０．００１０ｇ、０．００２０ｇ、０．００６０ｇ、０．０１２０ｇ、０．０３００ｇ、
０．０６００ｇ、０．１０００ｇ、又は０．３０００ｇ含有されるよう、炭酸の乳性飲料
にプロリンを添加した。プロリンを添加された炭酸の乳性飲料について、酸味と発酵乳の
風味を、実施例２と同じ５人のパネラーが、官能評価した。評価基準は実施例２と同じと
した。
【００５５】
　その結果、炭酸の乳性飲料１００ｇ当たり、プロリンを０．００１０ｇ含有する場合、
酸味の評価は「－」であり、発酵乳の風味の評価は「＋」であった。炭酸の乳性飲料１０
０ｇ当たり、プロリンを０．００２０ｇ含有する場合、酸味の評価は「－－」であり、発
酵乳の風味の評価は「＋」であった。炭酸の乳性飲料１００ｇ当たり、プロリンを０．０
０６０ｇ又は０．０１２０ｇ含有する場合、酸味の評価は「－－」であり、発酵乳の風味
の評価は「＋＋」であった。炭酸の乳性飲料１００ｇ当たり、プロリンを０．０３００ｇ
又は０．０６００ｇ含有する場合、酸味の評価は「－」であり、発酵乳の風味の評価は「
＋」であった。
【００５６】
　（実施例５）
　実施例１と同じ市販の発酵乳飲料２を用意した。また、実施例２と同じ非炭酸の乳性飲
料を用意した。さらに、非炭酸の乳性飲料におけるクエン酸及び乳酸の含有量が図７に示
すとおりになるよう調製し、サンプル３３から３６を得た。販の発酵乳飲料２及びサンプ
ル３３から３６について、酸味と発酵乳の風味を、実施例２と同じ５人のパネラーが、官
能評価した。評価基準は実施例２と同様であり、酸味が「＋」とは、クエン酸及び乳酸の
添加により酸味が増したことを示し、酸味が「＋＋」とは、クエン酸及び乳酸の添加によ
りさらに酸味が増したことを示す。また、発酵乳の風味が「＋＋＋」とは、発酵乳の風味
がよりさらに豊かであることを示す。
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【００５７】
　市販の発酵乳飲料２において、乳酸の含有量がクエン酸の含有量より多い。しかし、ク
エン酸の含有量が乳酸の含有量より多い乳性飲料サンプル３３に対し、乳酸の含有量がク
エン酸の含有量より乳性飲料サンプル３５の方が、酸味が増す結果となった。さらに、乳
性飲料サンプル３５においては、クエン酸の含有量及び乳酸の含有量を市販の発酵乳飲料
２と同じにしたにも関わらず、酸味が強くなり、かつ発酵乳の風味は得られなかった。
【００５８】
　乳性飲料サンプル３３にプロリンを添加した乳性飲料サンプル３４においては、酸味が
抑制され、発酵乳の風味が増した。また、乳性飲料サンプル３５にプロリンを添加した乳
性飲料サンプル３６においても、酸味が抑制され、発酵乳の風味が増した。

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】
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